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令和５年度埼玉県児童虐待防止対策協議会 議事録 

発言者 発言内容 

司 会  それでは定刻となりましたので、ただいまから、令和５年度埼玉県児童虐待防止対策協議会を

開会いたします。本日はお忙しいところ御出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 開会に当たりまして、当協議会会長の大野元裕埼玉県知事から御挨拶を申し上げます。よろし

くお願いいたします。 

大野知事  まずは冒頭、元日に発災をいたしました、「令和６年能登半島地震」におきまして、お亡くなりに

なられた皆様、そして全ての被災された皆様に対し、心からのお悔やみと、そしてお見舞いを申

し上げたいと思います。 

 改めまして本日は大変お忙しい中、令和５年度児童虐待防止対策協議会に御出席をいただき、

誠にありがとうございます。ここからは着席して話を進めさせていただきたいと思います。 

 虐待から子どもたちを守るという志の下、県医師会の金井忠男会長をはじめとし、関係団体の

皆様の御協力をいただき、今年度、本協議会を開催することができました。改めて感謝を申し上

げます。 

 さて、本県の児童相談所における令和４年度の児童虐待相談対応件数が１万８,８７７件と過去

最多となりました。県ではこれまで、現場で相談・援助に当たる職員の増員や、熊谷児童相談所一

時保護所の新設、朝霞市において県で８番目となる新たな児童相談所の令和７年度開設に向け

た準備を進めるなど児童相談所の体制強化のほか、警察とのリアルタイムでの全件情報共有な

ど、関係機関との連携強化にも努めてきたところでございます。 

 昨年１２月に閣議決定されました「こども大綱」では、全ての子ども・若者や家庭を対象とした、

乳幼児期からの切れ目のない関わりを強化するとともに、多様な支援ニーズを有する子どもた

ちの健やかな育ちを支え、「誰１人取り残さない」社会を実現するため、地域における包括的支援

を提供する体制整備が求められているところであります。 

 県では、今年度より新たに、孤立した子育てを防止し、育児の負担を軽減するため、お子様が生

まれた世帯にギフトを贈呈する「コバトンベビーギフト事業」を市町村と連携して実施しておりま

す。このベビーギフト事業はベビーギフトの配布が主目的というよりも、この配布を通じて市町

村に御協力をいただき、市町村と子育て世帯が確実に繋がることで児童虐待の未然防止に努め

るということが目的であります。また、子ども食堂など、子どもが地域で安心して過ごせる居場

所作りも進めているところであります。 

 子どもや子育て当事者を巡る課題は深刻化・複合化しております。関係機関や団体が密接にネ

ットワークを形成し、虐待の早期発見・早期対応に努めていくことが重要であります。 

 本日は弁護士の後藤啓二様を講師としてお迎え申し上げました。後藤先生は、ＮＰＯ法人シンク

キッズ―子ども虐待・性犯罪をなくす会―の代表として、とりわけ児童相談所と警察との全件情

報共有と連携の実現に向けて、大変精力的に活動をしておられます。 

 後藤先生のこれまでの経験から得られた知見を共有していただき、多くの関係機関が連携し

て、子どもや子育て当事者を見守る体制の構築につき考えていけたらと思っております。 

 子どもは社会の宝であります。未来ある子どもたちを虐待から守り、社会全体で健やかな健全

な育成を支援するため、皆さんと共に「ワンチーム埼玉」で全力で取り組んでいきたいと思います

ので、今後とも協議会の皆様におかれましては、引き続きの御協力をお願い申し上げ、私からの

御挨拶とさせていただきたいと思います。改めまして、本日はありがとうございます。 

司 会  知事、ありがとうございました。  

 続きまして、本日ご出席いただきました委員の皆様をお１人ずつご紹介させていただきます。   
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 埼玉県医師会会長で当協議会副会長の金井忠男様でございます。 

 埼玉県歯科医師会会長、大島修一様でございます。 

 埼玉県看護協会会長、澤登智子様でございます。 

 埼玉県助産師会会長、牧岡晴美様でございます。 

 埼玉弁護士会会長、尾崎康様でございます。 

 吉川市長、中原恵人様でございます。 

 松伏町長、鈴木勝様でございます。 

 埼玉県民生委員児童委員協議会会長、寺田治子様でございます。 

 埼玉県保育協議会会長、喜多濃定人様でございます。 

 全埼玉私立幼稚園連合会会長、四ツ釡雅彦様でございます。 

 埼玉県私立中学高等学校協会会長、青木徹様におかれましては、所用のためご欠席となってお

ります。 

 埼玉県教育局市町村支援部長、石井宏明様でございます。 

 埼玉県警察本部生活安全部長、川上博和様でございます。 

 皆様ありがとうございました。 

 本日の予定ですが、このあと児童虐待の現状について事務局から報告いたします。続きまして、

ＮＰＯ法人シンクキッズ－子ども虐待・性犯罪をなくす会－の代表で弁護士の後藤啓二様から御

講話をいただきまして、その後一旦休憩を挟みまして、講話の内容を踏まえた意見交換を行い、

１５時４０分を目途に終了したいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 大変恐縮ですが大野知事につきましては、公務の関係でここで退席させていただきます。 

大野知事  今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

司 会  なお本日、埼玉県からは福祉部長の金子直史が出席させていただいております。そのほか、関

係部局の職員も事前にお配りした名簿のとおり、出席させていただいております。どうぞよろし

くお願い申しあげます。 

 それでは議事に入りますが、本日は会長である知事が退席させていただいたため、ここからの

進行は、本協議会の副会長である金井医師会会長にお願いいたします。 

 金井会長どうぞよろしくお願い申しあげます。 

金井医師会会長  それでは議事を始めさせていただきます。次第に従って進めていきたいと思います。 

 はじめに、次第の４、「児童虐待の現状について」、まず事務局から説明をお願いします。 

菊池こども安全

課長 

 こども安全課長の菊池と申します。よろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします。 

 それでは資料の１を御覧ください。令和４年度のさいたま市を含みます県内の児童相談所が対

応した児童虐待対応件数ですが、１万８,８７７件と、前年度比では１,２７１件、率にすると７.２％増

加して過去最多となっております。前年度からの増加の理由ですが、下の棒グラフが通告経路を

記載しておりますけれども、警察の通告が１万１,９２９件と全体の６割を占めております。この警

察からの通告が１,２００件増加、１１．２％増加したことが大きな要因かなと考えております。 

 警察からの通告のうち約７割が夫婦間の喧嘩、ＤＶ目撃などの心理的虐待に係るもので、その

背景には警察の方がＤＶ事案の積極的な介入を行ってきたことなどが考えられます。２０年ぐら

い前の記録を見ていたんですけれども、２０年前は警察からの通報５％でした。件数で９０件とい

うことで、２０年前、平成１５年といえば、児童虐待防止法が平成１２年施行ですので、施行の頃は

それくらいの数字だったのが、平成１６年に児童虐待防止法が改正され、ＤＶ目撃の心理的虐待

ということで位置づけられたこともあって、積極的な通告がなされてきたという経緯がございま
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す。それから医療機関、福祉事務所などの関係機関通告も増加していることから、このような連

携というところで通告の周知が図られた部分もあるのかなと考えております。 

 他方、近隣住人からの通報が少し減少しておりまして、これは近県にもちょっと聞いてみたんで

すけれども同じような状況だったようなので、もしかしたらコロナとかそういったことで外に行く

機会が減ったとか、そういったことも考えられはするのですが、はっきりとわからない部分もあ

るんですけれども、虐待の潜在化を防いで適切な介入に繋げていくという観点からも、一般県民

を含め広く虐待防止に係る啓発には取り組んでいきたいと考えています。 

 次のページをご覧ください。令和４年度 児童虐待相談対応の状況（２）となって円グラフが出

ています。これについては虐待者、種別と児童の年齢となっております。虐待者を見ますと、実

母・実父で９割を占めています。なんとなくニュースのイメージなどを見ると、継父とか継母みた

いなイメージがあるかと思うんですけれども、実際のところはお父さんお母さんが虐待者という

ことで通告９割を占めているという状況でございます。 

 それから、虐待の種別ですけれども、夫婦間の喧嘩とかＤＶ目撃などの心理的虐待が約６割を

超えております。これが最も多いのですけれども、心理的虐待の通告の増加に比べるとネグレク

トの通告件数の増加が多く、これに伴ってネグレクトの割合が少し増加しております。 

 それから最後に虐待を受けた児童の年齢ですが、就学前の乳幼児で４割を超えていて、小さい

子の虐待、どうしてもしつけなどの部分で、なかなか難しくなって手をあげてしまう、つい大きな

声を出してしまうというところでは、この年齢ほど多いというところがあるので、いわゆる育児

支援という部分も、虐待防止の大事な対応かと考えています。引き続き児童相談所の体制強化

や警察、市町村、民間などの関係機関との連携強化に取り組んで、児童虐待防止に努めて参りた

いと考えております。 

 続きまして資料の２をご覧ください。本庄市で起きました５歳男児死亡事件についてになりま

す。令和３年度に発生しまして、だいぶ社会的にも注目を集めました本庄市の５歳男児死亡事件

について事件の概要や経過等を説明させていただきます。まず、事件の概要ですが、行政機関が

継続的に関わっていた中で、ＤＶ等の複合的な問題を抱えた家庭の幼児が、お母さんとともに友

人宅、知人宅へと転居を繰り返した後に、お母さんと同居人からの虐待により死亡するという残

念な事件です。改めて亡くなったお子さんの御冥福をお祈りしたいと思います。 

 事件の主な経過です。お母さんとお子さんが父親と別居する令和２年夏頃、その頃までは、生

活困窮や、本児の発育・発達の遅れ、父によるＤＶなどにより、本件母子家庭は市の方と関わりを

持っていました。しかし、なかなか効果的な支援に結びつかない中で、同年の７月ぐらいに、お父

さんのＤＶが原因で、この母子が友人宅に居候するという形になります。しばらくその友人宅で

生活をしていたのですが、その友人との仲たがいをきっかけに、令和３年１月頃から、その友人を

介して知り合った知人宅へと移ります。この知人宅なのですが、いわゆる内縁関係の男女が暮ら

していて、最初にお母さんとお子さんが居候した友人も、この男女に子どもの面倒を見てもらっ

たりしていたということです。知人宅に移ってからそう日を空けずに、同居する女性が主導して

本児が返事をしないことなどを理由に、お母さんおよびその男女から本児への虐待が行われる

ようになりました。同じ年、令和３年９月６日には、市内の飲食店から市に対して、本児が在籍す

る保育所からは、そこの市を管轄する児童相談所に対して虐待の通告がなされております。内容

は、この飲食店で食事をするときに、子どもが２時間ほど正座をさせられて同居する男から叱責

されていた、お母さんはその姿をスマートフォンで撮影しているという内容でした。翌９月７日に

児童相談所は市に対応を依頼し、母子と保育所で面談し通告の内容について確認と指導を行っ
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たものの、知人宅の居場所、居所については特定できず、同居人に関する情報も得られなかった

という状況になります。 

 そうした中、児童相談所と市は、子どもが問題なく保育園に登園していることから、保育所に見

守りを依頼するという形をとりました。同年１０月２５日には児童相談所が本件の取り扱いを終

結し、市は保育所を通じた子どもの見守りを継続していました。そのような中で、年が明け、令和

４年１月２０日にお母さんが子どもの保育所の退所届を提出しました。市の職員に対しては、子ど

もは県外の母方実家に預けており、これから転出届を出すところだと話しています。ただ実際に

は１月１８日には、もうお子さんは亡くなっていたという状況になります。 

 その後、転出届が出されないことから、市は母方の実家のある自治体に対して子どもの安全確

認を依頼し、その年の３月２日に母方の実家に確認が行われたんですが、結局本人の確認ができ

なかったということで市が警察に相談し、３月５日に知人宅の床下から子どもの遺体が発見され

たという事件になります。 

 ２ページに移っていただきまして、事件後の状況についてになります。母および同居人の男女

の３人は本児に対する傷害致死罪、死体遺棄罪、暴行罪で逮捕・起訴され、令和５年にさいたま

地裁で裁判員裁判が行われています。令和５年９月８日には、母には懲役１０年、同居の男には懲

役１２年の判決が下され、１１月２４日には同居の女に懲役１３年の判決が下されています。 

 裁判では、母が、父からのＤＶから逃れる際にほとんど頼れる当てがなく、友人を介して知り合

った知人宅に居候し、経済的にも精神的にも弱い立場に置かれていたことが明らかになりまし

た。その一方で同居人らの影響は否定できないものの、母は、他に取り得る選択肢もあった中

で、結局は自らの判断により子どもへの虐待に及んでいたことが指摘されています。 

 資料の中ほどですが、令和４年度には、事件が発生した本庄市の要保護児童対策地域協議会に

おいて、本件の検証が行われております。令和５年６月２７日には結果が公表されました。児童相

談所と市との連携や情報共有の不十分さ、市民と行政の感覚のずれなどが課題として挙げら

れ、児童相談所と市の密な連携や情報共有、要対協で扱う案件や対象範囲の見直しといった改

善策について提言がなされております。 

 資料の下段ですが、令和５年７月２０日からは埼玉県においても検証委員会による検証を行っ

ております。児童相談所をはじめとする関係機関の関与に焦点を当てて、児童相談所の記録や、

関係機関の職員へのヒアリング、公判の内容等の情報をもとに検証していただいております。今

後、改善策については、報告書にまとめて御提供いただく予定となっております。 

 事務局からの説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

金井医師会会長  ありがとうございました。ただ今の事務局からの説明に関する質疑応答ですけれども、この後、

後藤先生からの御講話をいただきまして、その後に意見交換の場が設けられていますので、その

中で質疑応答を受けるということにさせていただきたいと思います。 

 それでは、次第の５に移らせていただきます。 

 先ほどの知事からのお話にございましたが、本日は、ＮＰＯ法人シンクキッズ－子ども虐待・性

犯罪をなくす会－の代表で弁護士の後藤啓二先生から、”ベストの態勢で子どもを虐待から守る

「Working Together」の実現を”と題して御講話をいただきたいと思います。その後、後藤先

生を交えて皆さま方と意見交換をしたいと思います。 

 それでは、後藤先生よろしくお願いいたします。 

後藤弁護士  皆様こんにちは。私は、ただ今御紹介いただきましたＮＰＯ法人シンクキッズ－子ども虐待・性

犯罪をなくす会－の代表をしております後藤と申します。本日このような場でお話をさせていた
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だく機会をお与えいただき、大変光栄に存じております。 

 本日の私のテーマは、”ベストの態勢で子どもを虐待から守る「Working Together」の実現

を”ということなんですが、この「Working Together」っていうのは、イギリスの児童虐待対策

の取組の理念なんです。それはまさに縦割りではなくて、関係機関がみんなで頑張ろう、みんな

でベストの取組で頑張ろうと、それがイギリスの児童虐待対策の理念でありまして、埼玉県は非

常に進んでおられると思っておるんですけれども、全国的に見れば、この「Working 

Together」に全然なっていない。縦割りで、救えるはずの命が救えないというような問題がだ

いぶ改善したんですけれども、まだかなり残っている。このあとお話ししますけれども、埼玉県で

全国初の警察と児相との情報共有システムも整備されたりして、今その流れが全国的に進んで

いるんですけれども、まだまだ道半ばの状況でございますので、そういう関係機関の連携の必要

性について、まずは述べさせていただいて、あとは、虐待を生き延びた子どもたちも、その後非

常に生きづらい状況でございますので、その子たちをいかに救うか、助けるかという問題につい

てもお話しさせていただきます。やはりその場面でも「Working Together」、関係機関だけで

はなく、民間の方、企業、住民、みんなでできることは何でもやるぞということで、やっていくべ

きじゃないかというふうに思っておりますので、そのことについてお話をさせていただきます。 

 それでは座って、お話をさせていただきます。 

 まずは簡単に自己紹介をさせていただきますと、私は、もともと警察庁で２３年間、役人をして

おりまして、大阪府警の生活安全部長というところでは、児童虐待は直接は扱わなかったんです

けども少年犯罪対策等、色々な活動に従事をしておりまして、やはりこの児童虐待というのは大

変な問題だなというふうに思っていたところであります。その後、警察を辞めまして弁護士にな

ったんですけれども、平成２０年頃からですかね、全国的に本当にひどい虐待死事件が続くよう

になりまして、民間の立場でできることをやろうと思いましてＮＰＯ法人を設立しております。最

初は、虐待とか性犯罪の被害を受けた子どもたちへの精神的な支援といいますか、専門的な医

師の先生と一緒にそういうことをやろうと思って活動していたんですが、虐待がひどくて、死亡

事件がひどい。しかもそれが、全くどうしようもなかったような事件ではなく、関係機関が連携す

れば救えたんじゃないかという事件が非常に多いということを痛感しまして、現在は専ら、そう

いう救えるはずの子どもの命が救えないようなことだけは、何とかなくそうという取組をしてお

ります。それではレジメに従ってお話いたします。 

 現在は、子ども受難の時代だろうというふうに考えております。それは、核家族化・シングル家

庭化の進展、地域社会の連帯意識の希薄化、あるいは密室化したマンションの増加、商店街の消

滅です。私の子どもの頃は、うちは大家族じゃなかったですけど大家族の家庭も多かったでしょ

うし、地域社会、ご近所とは仲良しだったですし、まだ市場というのがあって、そこに行けば商店

のおじさんやおばさんとは顔見知りで、おそらく何かあったら守ってくれるんじゃないかという

ような地域社会だったと思うんですけれども、今ではそういうのも全てなくなって、昔のように

大家族の中の誰かが、あるいはご近所の誰かが子どもを守るということは、ほとんど期待できな

いんじゃないかと思っております。 

 ある学者さんが言っていたのですが、密室化した空間で上下関係、力関係のあるもの同士では

どうしても虐待といいますか、暴力が起こりやすいんだという話は聞いたことがございまして、

そういうことからすると、今後とも虐待増は不可避ではないかと。ですから今後は虐待が不可避

だということを前提に虐待防止対策をとっていく、あるいはそういう理念が必要ではないかとい

うことで、これまで児童相談所が中心でやっておられてそれで良かったんじゃないかと思うんで
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すけれども、こういう時代では、やはりそうではなくて、「Working Together」、関係機関が連

携して頑張ろうという理念の取組が必要ではないかと考えております。 

 児童虐待の現状ですが、全国的には、虐待ではないかとの通報が警察に約１１万件、児相にも１

０万件ぐらい寄せられておりまして、ほぼ同数、警察と児童相談所に寄せられていると。住民から

の多くは警察に寄せられ、児相には学校・病院と公的機関からが多い。 

 虐待死させられる子どもの数は年間６０～１００人。ただ、日本小児科学会によると、実際には

３.５倍ぐらいに上るんじゃないかと。これもやはり見逃しが非常に多いわけでして、警察でも、や

っぱり見逃しもかなりあるだろうなというふうに実感をしておるところであります。 

 もう一つの問題は、なんとか生き延びた子どもたちも、心の傷、トラウマが深刻でありまして、

専門的な治療もほとんど受けることもないし、支援も不十分で生き延びても前向きに生きていく

ことが困難な状況にあるということであります。 

 もちろん虐待で取り組まなければならない問題は山ほどあるんですけれども、本日はこの２点

について、救えるはずの命が救えないっていう問題と、生き延びても生きづらい、この２つの問

題についてお話をさせていただきます。 

 １点目は、児童相談所が関与しながら救えるはずの命が救えない。これはちょっとすみません、

題名がミスリードだったんですけれども、もちろん児童相談所だけじゃなく、市町村もそうです

し、警察もそうですし、あらゆる機関が関与しながら、あるいは気付きながら、救えるはずの命が

救えないという事例が多くあります。それはやはり縦割りっていうのが最大の問題であろうとい

うふうに考えておりまして、今からご報告いたしますが、児童相談所の甘いリスク判断で、虐待で

はない、あるいは軽微であるとして放置されると。それがそのまま最悪、虐待死に至らしめられ

るということであります。これは、先程来から申し上げているように、やはり縦割りの対応ではど

うしてもこうなるわけでありまして、子どもを守るベースの体制を整備すべきであろうというこ

とであります。 

 ２点目は、子どもが虐待を生き延びても生きづらいということで、先ほど申し上げたように、保

護されても専門的な治療を受けられない、あるいは児童養護施設での生活水準が低い、大学進

学・就職も不利、卒業後も十分な支援がないというような問題がございます。 

 この２点についてお話をさせていただきます。 

 

 １点目、児童相談所が関与しながら救えたはずの命が救えないということなんですが、先ほど

本庄市の事件の話にもありましたが、今から御説明しますが、児童相談所だけじゃなくて、市町

村もそうですし、あるいは警察ももちろんそうなんですよね。これまでそういう対応はしてしまっ

ているわけでありまして、共通して言えるのはやはり虐待リスクの判断が甘いということですよ

ね。 

 代表的なことを言いますと、子どもに傷があって、子どもが親にやられたんだと言っても、親が

虐待を否定すれば、要するに知らないとかですね、勝手に転んだんじゃないですかとか言うと、

また虐待でないと判断して放置するとことです。あるいは乳児に骨折があり、医師が虐待の疑い

が高いといっても、親が否定すればやはり虐待でないと判断するとかですね。あるいは同居男、

交際男の虐待が疑われても、男の所在調査、人定調査すらしないとかですね。これは最近すごく

多いわけなんですけれども、シングルマザー家庭に同居男、あるいは交際男が出現し、虐待死に

至らしめるという事件です。これは、同居男の出現というのは、非常にリスクが高いわけなんです

よね。私どもがお願いしているのは、もうその時はすぐに警察に連絡してくださいと。やはり児童
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相談所とか市町村では、こういう同居男とか交際男の調査をすることは、甚だ困難なわけです。

警察でも困難な場合があるわけでして、尾行しなければならないかもしれないし、非常に困難で

す。そういうことを普通の公務員である児童相談所とか市町村でやることはほぼ不可能だと思

っておりますので、こういう時は直ちに警察に連絡して、警察が調査する、一緒に聞き取りをす

る、あるいは傷があったら捜査するっていうような体制にしないと、同じような事件が多数もう

全国で繰り返されてるんですよね。 

 本庄市の事件は、警察に連絡があったかどうか分からないんですけれども、もし警察に連絡が

ありながらその一家の調査をしなかったっていうのであれば、やはり警察の責任というのは非常

に大きなことになるだろうと。ただ通常は、こういう連絡を受けたら警察が調査して、その同居

男とか交際男にちゃんと事情を聞いて、あんた何かやったんかというようなことをちゃんと聞き

取れば、それだけでかなりの抑止力になるわけですし、それで犯罪が行われたことが分かれば逮

捕などもできるわけですので、この辺は、最低限やってほしいということを今全国にお願いをし

ているところであります。 

 また、通報された家庭の所在が分からない、これまた結構あるわけなんですよね。泣き声通報

などであるのですが、これもやっぱり放ったらかしにしたら非常に危ないわけでして、大阪市で２

児がマンション内に放置されて餓死したという事件がありましたが、大阪市の児童相談所が３回

ぐらいですかね、通報受けて家庭を探したが分からないのでそのままにしていたと。警察にも連

絡しなかったと。これは警察に連絡していれば、これまた警察が何もやらなかったら、もちろん警

察のすごい責任になるんですけれども、おそらく夜間でもマンションの家庭を１軒１軒ノックして

でも、所在調査すると思うんですよね。やはり役割が違いますから、そのようなことまでを児童相

談所とか市町村に期待するのは無理だと思うんですよね。ですから、そういう無理なことはちゃ

んと警察に直ちに連絡して警察にやってもらうっていうような連携体制をとらないと、これまた

いつまでも同じような事件が、我々では分かりませんでした、として起こってしまいますので、こ

れも全国に改善をお願いしています。 

 あとは、親が面会拒否してそのまま放置するという対応です。これもよくあるんですけれども、

こういうのが非常に多くて、虐待死に至らしめられていくと。具体的な事件をいくつか説明いた

しますと、昨年、奈良県橿原市で、星華ちゃん虐待死事件という事件が起こりました。シングルマ

ザー家庭の３歳の子どもの目に傷があって、子どもが誰かにやられたと発言したので、歯科医師

が児童相談所に通報したんですね。そこから児童相談所が市に連絡して、市の職員が家庭訪問し

たところ、母親から交際男の手が当たっただけだと説明。虐待ではないと判断。警察に連絡しま

せんでした。その１か月後、交際男により虐待死させられました。まさに今言ったような事件が起

こっていまして、これはやはりの親の言い分を真に受けるっていうのがまず問題なんですが、同

居男・交際男の存在が分かっていながら調査しないという大きな問題があります。児童相談所や

市町村では調査が非常に困難だろうから、これもやはり警察にすぐ連絡して、警察がすぐ調査す

るという体制をぜひとも作る必要があるということが明らかになった事案であります。 

 また、千葉県野田市の心愛さん虐待死事件。これも非常にひどい事件でありまして、これも７回

８回救えるチャンスがあった事案なんですが、主なものだけ言いますと、児童相談所は学校から

通告を受けました。父親から１０回も殴られたと心愛さんが訴えているんですよね。これは明らか

な犯罪なんですけど、児童相談所が警察に連絡してないんですよね。隣の子を１０回も殴ったら、

これはもう即逮捕ですよね。自分の子どもを１０回殴っても問題ないとでも思っているんじゃな

いかと私は思うんですが。これ千葉県の児童相談所なんですが、何で自分の子どもだと１０回殴
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っても問題視しないんだということなんです。私はやはり、ここに我が国の児童虐待対応の非常

に大きな問題があると思います。親の中でこう思ってる人が多いっていうのは、みんな分かって

るのですけど、児童相談所でも、学校でもそう思ってる。１０回殴っても別に警察に連絡しなくて

もいいんだと思ってる公的機関がかなりあるんじゃないかと。それが非常に大きな問題であると

いうことです。こういうときに警察に連絡していれば多分逮捕したと思いますし、逮捕しなくても

最低でも警告をすれば、それは父親に対するかなりの抑止力になったわけでありまして、こんな

事件はおこらなかった。その後も同じようなずさんな対応をしてるんですけども、最後、土壇場

は、冬休みになって心愛さんが登校しなかった、長期間欠席したという危険な兆候を把握しなが

ら、児童相談所も学校も家庭訪問もせず、警察にも連絡せず放ったらかしにしていた。その間に

殺されていたという事案なんですよね。 これは後で言いますが、このような危険な兆候があっ

たときにはすぐ警察に連絡して、警察がすぐ向かえば、衰弱した心愛さんを救うことができたわ

けでありまして、やはりそういう連携体制を取る必要があるということであります。 

 東京都目黒区の結愛ちゃん虐待死事件。これもひどい事件なのですが、香川県の児童相談所と

東京都の児童相談所なのですが、香川県の児童相談所は傷があったんですけれど、親が否定し

たので、虐待でないとして放置したんですね、あるいは東京都の児童相談所は母親から面会拒否

されたら、親との信頼関係が重要としてそのまま放置した。そして警察にも連絡せずにいて、虐

待死に至らしめてしまったんですね。これは面会拒否というのが極めて危険な兆候なんですけれ

ども、それを放置したというのが問題で、これについて高知県などは、面会拒否されたら直ちに

警察に連絡すると、警察の担当者と児童相談所が一緒に家庭訪問してとにかく子どもと面会す

る、子どもと面談するという連絡体制をとっているんですよね。やっぱりそうしないと、面会拒否

されてああそうですかで済ましたらね、これもう児童相談所いらないですよね。一般人でもこれ

危ないと分かるような話ですから。まずはその子どもの安否を確認する、そのためには、児童相

談所が行っても会ってくれないなら、警察と一緒に行けば、親もこれはまず会わせますので、そう

いう連携体制が必要だということであります。 

 東京都足立区の玲空斗ちゃん虐待死事件。これも非常にひどい話なんですが、子どもをウサギ

用ケージに監禁して虐待死させたという事案です。東京都の児童相談所は１１回家庭訪問しなが

ら２度しか会えなかった。それにもかかわらず放置してたという事案です。これは本庄市の事件

と似てるのかも知れませんが、近所の住民が次男を見ないという連絡を受けた東京都の児童相

談所が慌てて警察に連絡し、警察が捜査し、結局１年以上前に殺されていたということが分かっ

たということなんですね。事件発覚後、児童相談所は虐待を疑う情報がなかったと言っているわ

けなんですが、これだけ住居訪問して２回しか会えないにもかかわらず、虐待を疑う情報はなか

ったというのはどうかしていますし、１回か２回会えなかった時点で警察に連絡して、会えないん

でちょっと行ってもらえますかと言えばね、警察が行けば、子どもがどういう目にあっているか

分かったわけですから、児童相談所は何でそれをしないんだろうなっていうことなんです。なぜ

他機関と連携しないのか、「Working Together」をなぜしないのか、なぜ自分だけで判断す

る、しかもそれを非常に甘く判断する、結局子どもを見殺しにするということになっているわけ

であります。 

 繰り返し同じような話ばっかりで、皆さんも気が重くなると思うんですが、市町村でも全く同じ

ような話がありまして、大阪府摂津市の３歳児熱湯による殺人事件、これもやはりシングルマザ

ー家庭で男と同居を始めたと。これもまた危険な兆候なんですが、さらに母親の友人から、この

ままでは子どもは殺されるかもしれないという、非常にもう最大級の通報があったんですけれど
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も、それでも市は大丈夫と判断するんですよね。警察にも連絡しないまま。そして子どもは男から

熱湯を浴びせられて殺されたという事案です。 

 私はこれは、本当にもう不思議っていうか、なんでここまでの危険な情報があっても放ったらか

しにできるのかということなんですが、残念ながらこういう事件が毎年毎年続いているというこ

とでございます。 

 ここには書かなかったんですが、実は警察もね、同じようなことやってるんですよね。 

 生活安全部長さんは御存知だと思いますけど、狭山市の羽月ちゃん虐待死事件というのは、警

察に虐待でないかとの１１０番が２回入って、警察が２回行ったんですけど、親が「いや私何もやっ

てませんよ」と言われたので、虐待でないと判断して、児童相談所にもどこにも通告しなかったと

いう事案です。実は、この案件は狭山市も把握していて、ちょっと問題のある家庭だったんです

けれども、狭山市の方も児相に連絡しなかったということなんですよね。ですから、この３者が自

ら得た情報を集約すれば、これは危険な家庭だということが分かったわけなんですよね。 

 私が申し上げてる基本は、情報の集約なんですよね。多くの機関が情報を把握しているわけで

すから、把握できた情報を児相に集約する、児相で多くの情報に基づいて、できる限り正確な虐

待リスクの判断をする、こういう体制を作るのが第一歩。ここからやらないと。それぞれの機関が

１回見に行って「大丈夫」、親が「いや私は何もやってません」、「ああ、そうですか」で済ませていた

ら、いつまで経っても同じ事件が続いてしまうということなんです。 

 児童相談所のことを書いてますが、すべての機関が自分の機関だけで「これは大丈夫」と判断し

ないようにしなければならないということであります。それはこのポンチ絵を見ていただいたら

明らかだと思うんですけれども、一つの機関だけで子どもを見守るのと、多くの機関の多くの目

で子どもを見守るのと、どっちが子どもにとって安全かというと、これはもう明らかですよね。も

う１００人が１００人、右側のほうがいいに決まってるということですよね。 

 埼玉県さんはかなり前から全件共有やっていただいているんですけど、私、いま全国回って、こ

ういう体制作ってくださいよと自治体にお願いして、これを見せて明らかですよねと言っても、

実は、やってくれないところが結構あるんですよね。結構ある。 

 「うちはちゃんとやってます」と、東京都なんかそう言うんですよね。あれだけの事件を起こして

いても、「いやいや、うちはちゃんとやってます」と。警察との情報共有は２割ぐらいしかしていな

いんですけど、「それで十分です」と今でも言っている。そういう都道府県や政令指定都市が残念

ながら、だいぶ減ったんですけど、今でも１０自治体近くあって、お願いしてるんですけど、なか

なか全国すべては行っていないということであります。 

 これを何とかするためには、児相と市町村と警察が全ての情報を共有して、できる限り正確に

虐待リスクを判断すると、それぞれの機関が協力して、優れた能力がそれぞれあるわけですか

ら、役割分担してベストの力で子どもを救える体制を作ってください、という要望活動を行って

おります。これは日本医師会とか、東京都医師会、看護協会、主に医師の方の御協力を得てやら

せていただいております。まず児童相談所と警察がすべての案件を共有するという内容の法律

の制定を求めたんですけど厚労省に拒否されてしまい、その代わり、非常に不十分な情報共有の

基準を作られてしまいました。それでしょうがないんで個別に自治体を訪問して説得して、今よう

やく政令指定都市合わせて５０～６０程度の自治体で児童相談所と警察との全件共有が実現して

いるんですけれども、まだまだ自治体が残ってるというのが実情であります。 

 情報共有のメリットについてちょっとわかりやすく例を言いますと、その図をご覧ください。児

童相談所が単独で対応した場合どうなのかということなんですが、例えば子どもの泣き声がす
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るということで行って、親が否定したような場合には、これ当然虐待リスク低と判断しますよね。

あるいは虐待ではないと判断すると思います。この案件を警察と共有すると、警察の方でデータ

ベースでチェックして、いや実はこの父親に虐待歴がある、あるいはＤＶ歴がある、あるいは子ど

もの方を深夜に保護したことがあるというようなことがあると、それを児相に通報することにな

るわけです。すると児相は、ああそうだったんだと、虐待リスク中程度だなというふうに判断でき

ます。その後、児相と警察とでこの案件は心配なので一緒に注意してやっていきましょうという

ことになり、警察が付近をパトロールをしていたところ、男の怒鳴り声が聞こえたので入っていっ

たら、父親が子どもを叩いていたことが判明したとしますと、こういうことが分かれば、当然警察

は児相に情報提供して、児相は虐待リスクは高と判断して一時保護も検討できるということにな

るわけです。これはもちろん警察に限らないんですけれども、他機関と案件を共有すると、その

案件についてそれぞれの機関が、保有する情報、あるいはその後保有するに至った情報、警察に

言えばもちろん警戒して、パトロール活動とかいろんなことやりますので、近所の聞き込みとか

やりますので、新たな情報が分かるわけなんですよね。そういう情報も得て、児童相談所が虐待

リスクを判断する。要するに、できる限り正確に虐待リスクを判断するためには、警察だけじゃあ

りませんが、少なくとも警察と案件を共有して、警察の持っている情報を得て判断する必要があ

るということであります。 

 あともう一つは、その危険な兆候把握時の緊急連絡ということで、先程来申し上げているよう

な面会拒否とか、長期欠席とか、あるいは同居人出現のような、これは非常に危険な兆候なので

すよね。これを児童相談所に放ったらかしにされたら困るっていうか、その子どもの命が危ない

わけなんですよね。ですからそういう場合、児相や市町村だけでは対応できない、あるいは会え

ないような場合には、警察へ連絡する。すると、警察が直ちに家庭訪問する、そこで子どもが衰

弱していたり怪我があったらこれは緊急に保護できるわけなんですよね。こういうことをやれ

ば、かなりの子どもの命が土壇場でも救えたのではないかと思います。野田市の心愛さん事件も

そうですし、他にも同様の、奈良県の星華ちゃん事件もそうですし、非常にいっぱいあるんですよ

ね。ですから土壇場でも、なんとか命を救うんだというような体制を作る必要があるし、それに

は２４時間、直ちにいける警察に依頼するしかないわけなんですよね。ですから、ぜひともそうい

う体制を作っていただきたいということであります。 

 遅れてるというか問題の話ばっかりしてしまったのですけれども、埼玉県はじめ一部の県で

は、非常に先進的な取組がなされつつあります。まず埼玉県では２０２０年、全国で初めてリアル

タイムで最新の情報を児童相談所と警察が共有する情報共有システムが整備されました。これに

より、これまでは最初の段階だけしか児童相談所が警察に情報提供しなかったのが、警察はその

後もリアルタイムで最新の情報も分かるようになりましてね。もう大丈夫かなと思ったら、ちょっ

と危険だなというのがお互いわかって、じゃあちょっと一緒に行きましょうかとかね、いろんなこ

とができるようになったわけです。私はこれができた時、非常に嬉しくて。埼玉県にいろいろ教え

ていただいて、お伺いして、それを全国の自治体やこども家庭庁にに勧めたり、広めたりしてた

んですけれども、昨年度の補正予算で、こども家庭庁さんも自治体に補助する予算をつけてくれ

ました。埼玉県の進んだシステムを全国に広めようということを、国もいま、やってくれるように

なっております。 

 内容は、児相のデータベースに警察の方からアクセスして最新の情報を把握できるというもの

です。それで警察の方からも情報を、ここはちょっと入力できる情報が限られているような気も

する。警察と児相とでお互いの情報を共有して、正確な虐待リスクを判断できるようなシステム
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に今なっておるというものであります。これは今、全国で、６府県で整備されてまして、２０２３年

度の補正予算で、神奈川県と横浜市と兵庫県で整備してもらってまして今全国でどんどん整備

が進められています。非常に良い方向に行っているわけでありまして、それも埼玉県が最初にや

っていただいたおかげで非常に感謝をしております。 

 また、岐阜県ではですね、これ岐阜市内についてだけなんですけれども、岐阜市と岐阜市の教

育委員会と児相と警察の４者が同じ事務所で勤務しています。ですから児相に通報の電話がか

かってきたら、後ろで警察も聞いてるんですよね。で、すぐ、こういう通報がありましたと４者で

緊急受理会議というのをやって、４者か３者が一緒に、家庭訪問をします。その結果を含めて関

係機関で虐待リスクの判断をするという取組をしています。これは最初から、児相と市町村と警

察がもう最初から情報共有して、家庭訪問を一緒にしてリスク判断も一緒にやってるというよう

なことで、これは実はイギリスのやり方なんですけれども、私はこういうのができれば非常にい

いんじゃないかと思っています。今、岐阜県岐阜市でやってもらってます。 

 次に、大阪府では、これ大阪府警なんですけれども、児相から警察に情報提供された案件につ

き警察のデータベースで照合して、虐待とかの対応歴を児相にフィードバックしています。また一

時保護を解除されて子どもが自宅に戻った家庭、これは非常に危険な家庭なんで、そこについて

は警察が独自に家庭訪問して、その結果を児相に報告しているということをやっています。これ

やはり児相では人員不足ですから、警察の方で、もちろん児相と協議してやってるのですけど

も、こういう家庭に家庭訪問しますねと言って、その結果を報告しています。そして、ちょっと危

ないみたいですということになると、児相が再度の一時保護が検討できるということでありまし

て、やはりそこは警察の体制・能力を活用した連携体制が構築されています。 

 高知県では先ほど申し上げたように親が面会拒否すれば直ちに警察に連絡して、警察官と一緒

に家庭訪問する。これで、親はまず諦めるといいますか、まず会わせますんで、そこで子どもの安

否が確認できる。怪我や衰弱していたらそこで緊急に保護できる、こういう体制をとっていま

す。 

 これ以外でも実は結構いろんな連携をされている自治体が出てきておりまして、１０年前より

かは見違えるように改善しています。ただ、先ほど言ったように、東京都をはじめ１０都県ぐらい

ではね、いやもう今で十分ですと言って、なかなか関係機関の連携をしないところがまだ残って

いるというのが現状であります。 

 埼玉県のおかげで、かなり全国的にも進んできたんですけれども、課題はやはりまだあります。

一つはさらなる有効な連携システムの整備ということで、埼玉県としても大変進んでいるのです

けれども、一つの問題はですね、市町村とリンクされてないということですよね。 

 これも本庄市の事件もありましたけど、これについては警察が知ってたかどうかっていうのは

教えていただきたいんですけれども、先ほどの摂津市の事件などでは、大阪府の児童相談所と

警察とはちゃんと全件共有してるんですけれども市とはやってないんですよね。結局、市はあれ

だけ危険な案件でも警察に情報提供してないということなので、結局そのままにして殺されてし

まったということです。私はやはり市町村の情報も、全て合わせてデータベースを作るべきじゃ

ないかと思います。児童相談所と市町村と警察の３者の情報を合わせれば、より正確な虐待リス

クを判断できるようになりますので、その中で、もちろん全件ではできないんですけれども、危

険度の高い虐待リスク高と判断した案件については３者で協議して、今度は警察が見に行きます

とか、今度は児相が見に行きますだとか、そういう取組をやっていただければなと考えておりま

す。 
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 また可能であれば病院ですよね、全ての病院っていうわけにはいかないかもしれないんですけ

れども、虐待対応等をよくやっておられる病院なんかにはやはり端末を置いて、医師が非常に心

配だなと、明らかな虐待だったら通告してもらうと思うのですが、ちょっと心配でよくわからな

いと言った場合にはこのデータベースを検索すればヒットするようなシステムにすれば病院から

の通報というのもかなり増えるんじゃないかなというふうに思っております。やはり情報の集

約、できるだけ多くの情報を集約して、それを活用して、虐待を見逃さないようにするという体

制整備が、一番に必要だろうなというふうに考えております。 

 もう一つの課題はこれは先程来から申し上げてるんですけれども、本当は国がもっと危機感を

持ってもらいたいんですけれども、私１人でこんなこと言っててもしょうがないですけど、自治体

の格差が大きすぎるわけなんですよね。最も進んでいる第一グループは、埼玉県をはじめ９自治

体、すべての案件につき最新の情報を共有するようなシステムを整備する・整備しようとしてい

るのが９自治体、あるいは岐阜県とか大阪とか、すごい優れた取組をやってるところもあるんで

すけれどもやはりまだ少ないですよね。４分の１かそれぐらいでしょうかね。 

 第２グループというのは児相と警察が全件共有している、ちゃんとすべての案件を共有する体

制をとっているんですけれども、埼玉県のようなシステム整備がされてないところです。こうい

うところは、毎月児相が受理した虐待案件の一覧表が送られてくるのですが、その後さほどの連

携した取組がなされていないというところです。 

 第３グループっていうのが最大の問題なのですが、東京都で言えば２割ぐらいしかね、これ都民

の方が聞いたら怒るんじゃないかと思うんですけど、児童相談所は、虐待じゃないかという通報

があった案件の２割ぐらいしか警察に連絡してないですよね、要するにあとは虐待じゃないと、

あるいは「もう大丈夫」と、児童相談所だけで判断してるんですよね。果たしてこんなことを、虐待

じゃないかと心配で通報した人は想像してるのかということですよね。自分が通報した案件を、

児童相談所だけで１回か２回の家庭訪問で、「はい、これは大丈夫でした」というようなことで切

り捨てているなんて、普通の人は思わないんじゃないかと思うんですよね。ちゃんと警察とか関

係機関で連携して、ちゃんと何回か家庭訪問してその後見守ってるのではないかと、おそらく普

通の人っていうか役所を信用してる人はそういうふうに思っておられると思うんですけれども実

はそうじゃないですよね。８割は自分たちだけで「はい、これは違いました」と、あるいは「大丈夫

です」と言って、警察にすら連絡しないという対応をしている。こういう県が東京都をはじめまだ

いくつもある。 

 先ほどの奈良県の話もそうですよね。シングルマザー家庭で、同居男から殴られたのではない

かと歯科医師さんから通報があっても、奈良県は警察にも連絡していないということなんです。

こんな危険な案件すら連絡しないのでは、一体どんな案件を連絡しているのだと思いますが、も

しかしたらほとんど連絡していないのではないかと思われます。この第３グループを本当にもう

何とかしないと駄目だということで、国に対しては、前は厚労省に言ってましたけども全然やっ

てくれなかったですが、こども家庭庁になりまして非常に対応良くなったんですけれども、やはり

このままではおかしいんじゃないのと、子どもが守られる自治体とね、守られない自治体の格差

が大きすぎるということなんですよね。私どもがいくら要望しても拒否する自治体がまだ残って

いるわけです。これは地方自治体の自由でしょとか、裁量でしょうとか、あるいは地方自治でしょ

うという問題じゃないと思うんですよね。子どもの命を守る体制にここまで格差を認めていいの

かと、国は放ったらかしにしていいのかということで、ずっと要望してます。それを受けてこども

家庭庁は、先ほど申し上げたような情報システムの整備の補助制度をつけてくれたのは非常に
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ありがたいのですけれども、東京都とかそういうところにちゃんと指導してくださいよとお願い

しているのですが、それはしてくれないんです。はっきりと理由は言われずちょっと分からないん

ですけれども、こども家庭庁は全くやってくんないんで、まだそういう自治体が残っているまま

です。ですから私どもはずっと今でも要望活動を続けているのですが、こども家庭庁には、法律

で義務付けてほしいと、ちゃんと関係機関で情報を共有して連携して活動する体制で、できれば

埼玉県が作ってくれたリアルタイムでの最新の情報共有システムを整備しなければならない、と

いうようなことをちゃんと国の法律で書いてくださいということを要望しています。ただ、これま

た、ノーアンサーのままなのですが、引き続き働きかけて参りたいと思っております。   

 以上が、救えるはずの子どもの命が救えないということだけは何とかしたいという点について

のお話です。もちろん残念ながら、児童相談所にも警察にもどこにも通報がなくて、全く知る由

もなく、虐待死させらされる、あるいは心中死させられる子どもというのはゼロにはできないと

思います。それは、もっと他の色々な機関で取り組んでおられる川上の対策といいますか、色々

な対策が必要だと思います。 

 ただ、関係機関が把握した案件というのは、これやはりもう絶対虐待死させてはいけないとい

うふうに思っていますので、そこは児童相談所、市町村、警察あるいは医療機関がもっと連携し

て、できるだけ正確にリスクを判断して、ベストの体制で子どもを守る活動を行ってほしいとい

うふうに思っているところでございます。 

 

 時間の関係もありますので、２点目の生き延びても生きづらい、というお話についてお話させ

ていただきます。 

 何とか生き延びて、殺される前に保護された子どもさん、多くは児童養護施設に入るわけです

よね。最近、里親が増えてきたり、あるいは特別養子縁組も増えてきましたが、やはり中心は児童

養護施設に入所するということですね。児童養護施設はかなり良くなったというふうに思ってる

んですけれども、一般家庭に比べるとやはり生活水準が低い、大学進学、就職も不利ということ

でありますし、また心の傷、トラウマをほとんどの子が受けているわけですが、専門的な治療をほ

とんど受けることができない。また、基本１８歳で卒園するわけですが、その後は、これちょっと最

近は改善されつつありますが、基本ほったらかしですよね。卒園後は１人で生きていってくださ

いという制度で、ほとんど無理だろうというような制度になっているわけです。せっかく助けら

れた子どもたちについて、児童養護施設入所中、あるいは卒園後の支援が必要だということで

す。 

 次に、知事も先ほどお話されましたが、そういう児童養護施設に入らなくて在宅のまま虐待を

受けている子ども、ネグレクト家庭にいる子どもたちが、これはまた膨大な数の子どもたちがい

るわけです。これは、行政や警察は未把握なのですが、こういう子どもたちを守るためには、子ど

もの居場所作り、この点については最近は進んできたと思いますが、こういう危険な、行政が把

握していないのだけれども、危険にさらされている子どもたちが多数いますので、こういう子ど

もたちを守るための居場所作りというのをする必要があるだろうということであります。 

 本日は時間の関係で、２点目は割愛しまして１点目についてのみお話をさせていただきます。 

 

 第１の、児童養護施設に入所中、卒園後の子どもたちへの支援でありますが、これは実は本当に

色々やろうと思えばできるんですよね。学習・スポーツの支援、語学、パソコン等の研修、運転免

許等資格取得の支援、あるいは一人暮らしを控えた退所予定者に対する自立支援、あるいは退



14 

発言者 発言内容 

所者への住居の提供、住居費の支援、大学進学者への奨学金等の給付、自立支援施設の設置、そ

の後の相談受付、児童養護施設出身者の企業の積極的採用、児童養護施設の施設・設備改善の

ための寄付などです。 

 また、大きな２点目としては、性虐待等、深刻な虐待を受けた子どもたちに専門的な治療を受

けることができるようにするための支援、大きくはこういうものが考えられるわけであります。 

 これはやはり、個人でも本当にやっておられる方もおられるんですけれども、非常に期待され

るのは企業ですよね。最近ではＳＤＧｓというのが企業も求められるようになっておりますので、

ＳＤＧｓに位置づけてやってもらえればなと。特に本業を通じて多くの支援が可能でありまして、

ひとつは学習塾・自動車教習所がその費用を減免するというものです。埼玉県では、自動車教習

所協会が確か数万円の減免されているということで、これも非常に進んだ取組をされておられ

ると思うのですけれども、こういうことをそういう関係企業さんでやってもらえないかと考えて

おります。 

 あるいは、野球の球団やサッカークラブが試合招待や実技指導、色々なことができるのではな

いかと考えられます。この資料は埼玉県に本拠がある西武ライオンズの取組です。仕事の関係で

ちょっと関わり合いもあるものでよく存じ上げてるんですけれども、西武ライオンズの取組とし

ては、子ども虐待防止オレンジリボン運動に賛同しいろんな活動をやっておられます。年１試合を

ライオンズオレンジリボン運動デーとして開催していると。私も毎年見に行ってるんですけれど

も、そこで全部、皆オレンジの何か、球場全体をオレンジにして、募金集めとかチャリティーオーク

ションとか色々なことをやってるんですよね。その募金などを児童虐待防止全国ネットワークに

寄付されています。そのほか色々な活動をしてます。いろんなイベントを、小学校などにいろんな

寄付をしたりしてるんですけれども、私も非常に驚いたのは、球団としてというよりも、実は各選

手が、各選手や選手会が自主的にやっておられる活動というのが非常に多いんですよね。選手が

自主的に児童養護施設の児童や障害者の子どもたちを試合に招待したり、訪問活動をされてお

られるということで、こういうスポーツ選手っていう方はすばらしい取組をやっておられるなと。

球団もね、それに応じていろんなことをやっておられるわけです。埼玉県では他のところも色々

やっておられるんじゃないかと思うんですけどね。ひとつはこういうスポーツ関係企業が色々な

子どもたちへの支援をできるのではないかと考えております。その他、ＩＴ企業はパソコンを支給

して研修を実施するとかですね、大学・専門学校が授業料減免するとか、施設の卒園を控えた児

童のひとり暮らしのための研修やプレゼントを贈呈するとかいろんなことが考えられるわけであ

ります。 

 私どもの方も、全くささやかで御紹介するようなことでもないのですけれども、埼玉県で２０２

０年、コロナの直前だったのですが、こども安全課に御相談して、非常にささやかなのですが、埼

玉県の児童養護施設の退所予定の子どもたちの自立支援研修ということにつき、ここに書いて

あるようなことを考えてるんですがいかがでしょうかというようなことをご相談して、御快諾い

ただき児童養護施設を紹介していただいて、このような研修を企画しました。その際、埼玉県の

医師会の方にもお願いして、医師の先生を御紹介していただくなど、準備をしていたのですが、

研修の１日目をやった時点で、だいぶコロナが蔓延してきて、これはやはり子どもたちにうつす

わけには絶対にいかないので、２日目は中止だということになってしまいました。我々のような

零細といいますか、名もない団体でもやろうと思えばできるんですけれども、こういうことをね。

ただ私どもでは規模も小さいし、社会的にも知名度がありませんので、こういうことを企業が

大々的にやってくれないかなと考えております。そこで、昨年の１１月に日本経団連と経済同友会
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と商工会議所あてにこのような児童養護施設の子どもたちへの支援をやってくれませんかと要

望しました。経団連はそれなりの方にお会いしてお願いしたのですが、そういうのは各企業がや

られてますからと言われ、経団連としてはやりますとは言ってくれない。ただ、経済同友会の方

は、各県に同友会の組織がありますので、やろうとする場合には地元の組織を御紹介しますよと

言っていただきました。今後、同友会に加盟されている企業は御相談したら御協力いただけるか

もしれませんが、正直言いまして、経済界としての取組は残念ながら低調な現状です。 

 それで、私はぜひ今回ここでお話させていただきたいなと思っていますのは、埼玉県で企業の

協力を得て実施できないかということです。例えば、毎年、県内の全児童養護施設で、退所予定

児童の一人暮らし生活支援研修、例えばですがこういうことを計画して、協力してくれる企業を

募って場所の提供、私は川越プリンスホテルでやったんですけれども、実施施設を提供していた

だいたりプレゼントの御寄附をしてもらったり、あるいは研修の講師を派遣してもらうとか、ある

いは企業の採用説明会をその場でやってもらうとか、何かそういうのをできないかと思っており

ます。 

 実は、こういう研修は沖縄県でやっております。コロナ禍前に沖縄県でこういうのがあるという

ことで、私は一応弁護士なもので、ひとり暮らしに必要になる法律知識みたいなことをお話しさ

せていただいて、非常にささやかながら参加した子どもたちにプレゼントもさせていただいたこ

とがあります。県によっては児童養護施設側でこういうのを企画しておられますので、そういう

研修を企画していただいて、それに企業が協力していくような取組ができればいいなと。埼玉県

でそういうことをやられるのであれば、もちろん私の方でも、できるだけの御協力をさせていた

だくつもりでございます。 

 あとは先ほども言いましたが、ＩＴ企業がパソコンの研修をするとか、学習塾または語学学校が

語学研修するなどが考えられるでしょうし、全国ではおそらくどこかでやっておられるのではと

思います。埼玉県でも、自動車教習所協会はやっておられますので、ぜひこういうことをやって

いけたらなと思っております。  

 

 次に、もう一つの大きな問題なのですが、何とか生き延びた子どもに対しての必要な精神的な

治療・ケアの実施についてということにつき、お話をさせていただきます。 

 虐待を受けた子どもたちの、まずほとんどと言いますか１００％ぐらいは、もちろん程度にもよ

るんでしょうけれども、心の傷、トラウマを抱えています。これは、本来であれば、専門的な治療を

して、できるだけトラウマを少なくして前向きに生きていってもらうようにする必要があると思

うんですけれども、私の実感としては、ほとんど実施されてないと思います。専門的な医師が少

ない、あるいは医療機関としても採算性が難しくそのような施設は少ない、あるいは被害児童や

保護者にそもそもそのような医療機関がどこにあるか知られていないと思います。私のところに

もそういう保護者の方から相談がよくあるんですけれども、普通の人はほとんど知らないわけで

す。埼玉県でやっておられるかもしれないんですけれど、児童相談所や警察、あるいは児童養護

施設などから専門医に繋がる仕組みがないように思います。私の知る限り、数年前はある県では

全然そのような仕組みはなかったですね。私がこの話をすると、「いやそんな、へぇ」みたいなこと

を言われて、「全くやってません」という県はありました。今は前よりも進んでいるのではないか

と思うんですけれども、児童相談所や警察などが虐待を受けた子どもたち、全員とは言いません

が、かなりダメージ受けてるなっていう子だけでも専門医に繋がるような仕組みを作ってほしい

と思います。あとは医療行為に当たらないカウンセリング費用は自己負担となっているなどの問
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題があるわけです。これを補助する公的な制度はほとんどない。意外に思われるかもしれません

が、一つあるのが、警察による犯罪被害者に対する一部公費負担制度です。この制度は、もちろ

ん児童虐待に限らないんですけれども、犯罪被害者は、もちろん大人であっても大変な心の傷を

受けておりますので、そういうカウンセリングが必要なわけです。それを警察が公費負担すると

いう制度が、実は予算措置されています。一応こういう制度があるんですけれども、予算の制約

もあって、この制度の適用を受けている子どもはごく少ないでしょうし、そもそも虐待を受けた

子どもが果たしてこの制度を利用しているかどうかは分かりません。次に、求められる対策なん

ですけれども、そもそもはその専門医・専門病院が少ないという問題がありまして、これはもうい

かんともしがたいのですが、今からでも早急に増やしていくという努力を、厚労省の方でやって

もらわないと、始まりません。今できることっていうのは、全員とは言わないんですけれども、深

刻な虐待、性虐待等深刻な虐待を受けた子どもたちがトラウマの治療を受けられるような体制

の整備を、各自治体ごとにやっていただけないかということです。これは役所に聞くと必ず「やっ

てます、やってます」と言って、各県とも「こういうネットワーク作ってます」とか、「性犯罪被害ワ

ンストップセンター作ってます」とか、国に聞いても県に聞いても市に聞いても「やってます、やっ

てます」と、必ずそういう説明です。それは別に嘘ついてるわけじゃないんですけれども、そうい

う体制があることは確かなんですが、それで多くの子どもたちが救われてるかっていうとそうい

うことはないわけです。多分ほとんど知られてないとか、あるいは相談しても、これは自治体の

せいではないんですけれども、実際に専門医に受診してもらうまで３か月待ち、半年待ちみたい

なこと、これは専門医が少ないのでどうしようもないといえばどうしようもないんですけれど

も、半年待ちみたいなことになっているんですね。 

 また性犯罪ワンストップセンター、これも私が警察庁にいるときに始めて、よくここまで広まっ

たなと思うんですけれども、ただやはり性犯罪を受けた直後の支援活動はかなり進んでるんです

けれども、その後の継続的な支援というのは、なかなかできてないというのが残念ながら実情で

す。もちろんそういう緊急時の支援というのは最優先で必要だと思うんですけれども、特に性犯

罪などの深刻な虐待を受けた子どもたちに対しては、緊急時以外も、長期にわたる支援体制と

いうのは絶対必要ですので、長期にわたる支援体制の整備が必要です。 

 この資料に書かれているのは専門医の方の文章なんですけれども、虐待経験を受けた子ども

を見守る温かい環境が必要であり、虐待は保護して終わる問題ではない。虐待などの小児期の

逆境的体験が長期にわたる課題をもたらすことをもっと社会が認識する必要があるということ

だと思います。 

 一部の専門的な医師の方にはこういう問題意識はおありなんでしょうけれども、なかなか国レ

ベルではないわけであります。国レベルでは直ちにやれることをやってほしいですし、自治体レベ

ルでもやれることからやっていく必要があると考えております。 

 せっかくこういう機会をいただいたので、埼玉県で可能なことはやっていただけないかという

ことをお話させていただきます。例えば児童養護施設入所中の児童全員につき、全員と言うとち

ょっと無理かもしれないですけども、重い虐待、心の傷のひどい子どもについて専門的な治療、

カウンセリングを実施する、あるいは退所後も受けられるような制度というのを作っていただけ

ないかと考えております。あるいは警察、児童相談所が、性犯罪、性的虐待、重篤な虐待で保護し

た児童につき専門的な病院（あるいは調整機関）に連絡すると専門的な治療を受けることができ

る制度。やっておられるんじゃないかという期待はあるのですが、もしまだなら、そういうことも

やっていただけないかと思います。 
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 あとは病院型ワンストップセンターの設置です。ワンストップセンターにもいろんな形態がある

んですが、やはり病院でやっていただくのが一番いいのではないかと考えておりまして、この点

についても検討していただければと存じます。 

 あるいはこれはやっていただいてるところが多いと思うんですが、主に児童養護施設に入って

る子どもたちに対して定期的に健康診断、特に歯の治療をしていただくという制度を作っていた

だけないかと思います。本日は医師会、あるいは歯科医師会の先生もお見えでございますので、

こういう場で、ちょっとお願いをさせていただく次第でございます。 

 

 あとは大きな問題のところでも触れましたが、在宅でいる子ども、それでも危険な家庭という

が結構ありますので、こういう子どもを守るために居場所作りが必要です。この子どもの居場所

づくりについては最近本当に進んできたと思います。子ども食堂をはじめ、多くの居場所という

のが設置されておりますので、この取組については、今進めておられることをより多く進めてい

かれたらなと考えております。 

 

 最後でございますが、本日は「Working Together」ということでお話をさせていただきまし

た。これはイギリスの児童虐待対応の理念なんですけれども、イギリスでは児童保護部局と警察

が同じ事務所に勤務し、虐待疑いのある事件を全件共有し原則共同調査、要するに一緒に家庭

訪問するんですよね。今、岐阜市でやっていることなんですけど、子どもを守るという目的のた

め、関係機関が連携することは当たり前、各機関の互いの業務を理解し敬意を表し、信頼関係を

構築してベストの取組で子どもを守る姿勢が必要であろうと。これを全国で展開できたらすばら

しいなと思っております。 

 子どもへの支援も同様でありまして、国や自治体任せにするんじゃなくて、企業とか医療機関

とか、あるいは住民が、それぞれの立場でできることがありますので、このようなこともやってい

くということだと思います。これも「Working Together」だなと考えております。このような子

どもたちへの支援については、国や自治体任せにするんじゃなくて、企業、あるいは住民もでき

るだけの協力をしていくことが必要じゃないかというふうに思っております。 

 

 大変雑駁な説明でございましたが、これで終わらせていただいて、あとはお時間の許す限りご

質問とかいろいろ意見交換させていただければと思います。 

 どうもありがとうございました。 

金井医師会会長  後藤先生、大変ありがとうございました。 

 それでは意見交換に移る前に５分間休憩を取らせていただき、３時５分から始めさせていただ

くのでよろしくお願いします。 

（休憩 ５分） 

 それでは時間となりましたので再開させていただきます。 

 先ほどの後藤先生のお話の内容を踏まえ、また、県の事務局の方からも説明がございました。

これらについて、何かご意見ご質問等がおありになりましたら、伺いたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

鈴木松伏町長  松伏町の鈴木と申します。貴重な御講演ありがとうございました。 

 先日、私はさいたま市で行われた「Real Voice」という映画を見てまいりました。養護施設で

育った子どもたちの映画になります。その中でメインの主人公と、５０人ぐらい、養護施設で人生
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を立て直した人の映画であるんですけれども、その多くが信頼のおける大人との出会いによって

自分は立ち直ったという感想です。 

 そこで聞きたいのですが、昨年の母子分離の数というか、増えているのかどうか、あと母子分

離した後に子どもが児童養護施設に行く場合と、再統合する場合があると思うのですが、緊急一

時保護してその後再統合した数、その数が分かるようでしたらお願いしたいと思うのですが。 

 それともう一つ、再統合する時に父親なり、母親なり虐待をした親への修正するカリキュラム、

例えば２０時間３０時間そのレクチャーを受けなければ、再統合をさせないようなシステムが必要

だと思っているのですが、その辺のお考えをお聞きしたいと思います。 

 それともうひとつ、先生のお話を聞いていて、私達の名簿の中に養護施設の代表者がいないん

ですよね。養護施設というのは子どもたちを立ち直らせるためのキーポイントになると思うので

すが、養護施設の代表者を入れることについて、どのような考えをお持ちか聞きたいと思いま

す。 

金井医師会会長  まずは事務局からありますか？ 

菊池こども安全

課長 

 すみません。いわゆる母子分離の数字については確認しますので、申し訳ないですが、少々お

待ちいただければと思います。 

 母子分離をした後に、どういう対応かというところで、基本的には一時保護という形で強制的

にお預かりしたあとに、親御さんと話し合って、一部は同意をもらって施設に入る場合もありま

すし、どうしても同意がもらえなくて施設入所が必要だという場合には、児童相談所が家庭裁判

所に申立てをして入所をするという形をとります。数字については、ちょっと確認しますので、お

待ちいただけたらと思います。 

 基本的にはまず、児童相談所が施設入所が必要か、母子分離というか家族から離れて施設なり

里親さんなりが必要だと言う場合は、まず方針をお伝えして、まずはこういうふうにしていきた

いという説明をした上で、同意いただければそのまま裁判所の承認を得ずにお預かりしますし、

同意を得られない場合には家庭裁判所に申立てをするという形になります。 

 親子再統合という形ですけれども、特に施設に入った場合は、それだけ家庭内に大きなことが

起きたからこその施設入所だと思いますので、かなり面会に時間をかけていて、家族支援をする

専門の担当がいて、プログラムを組んでこういう形でやっていきましょうということで、親と一緒

になって考えていて、必要があればそういう親子支援プログラムをやる場合もありますし、場合

によっては精神科ドクターに診察をしていただいて、ドクターのアドバイスを頂くこともあります

し、地域に帰るときは、こういうプログラム支援をやっているということで、例えば保育所の利用

ですとか、学校の先生方に状況をお伝えして見守りをしていただくとか、特に施設に入っている

お子さんに関しては慎重にやる人がほとんどになっています、現状としては。 

 それから、最後の児童養護施設の代表の方の件については、検討したいと思います。 

金井医師会会長  よろしゅうございますか？ 

鈴木松伏町長  はい。 

金井医師会会長  いま、養護の問題がございました関係団体機関についてということですけれども、これについ

ては、後藤先生、何か、この内容でいくと施設ですが、さらに必要なものということでお考えがあ

ったら教えていただきたい。 

後藤弁護士  やはり今おっしゃったとおり、私も話しましたけれど、この支援というのも非常に重要なテーマ

だと思いますので、児童養護施設の代表の方もぜひ御検討いただければと思います。 

金井医師会会長  ありがとうございました。実をいうとこの協議会ですけれども、作るにあたって後藤先生から
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大変御意見、御教示をいただいて、連携施設をより多くということでやったらいいという教えを

伺って、それで始めたという経緯があったと、そういうこともございますので、お話をさせていた

だきました。 

 他になにか御質問等ありますか？ 

尾崎弁護士会会

長 

 弁護士会の尾崎でございます。弁護士会内には色々な意見があるけども、私個人としては後藤

先生の御意見に全面的に賛成でございます。 

 児童相談所が受けとってしまうという歴史があったのですが、その原因で昔から言われている

のは、危機介入です。親子分離を図る危機介入ですね。そことその後の親子のケア、そして一家の

再統合という、この両方を児相がやってるっていうところがあるわけなんですね。のちに親子再

統合を図ろうと思ったら親ともうまくやらなければならないので危機介入に積極的に踏み切れ

ないというのがある。親はもちろんものすごく怒るわけですから。そういう面があるので、昔から

機関を分離して危機介入するのは児相でない方が良いのではないかと思っていました。だから

警察の協力というのも絶対に必要だと思うのですね。 

 もう一つ児相の職員の方にもよくお会いしてきましたが、本当に皆さん優しくて児童心理学と

か詳しくて。ただ、優しい一方、やはりハードな案件を扱うのは大変だと。あえてたとえるなら児

童文学研究会の方がヤンキーの方に対応するような。全然話がかみ合わない。ひどい虐待者の

場合ですけれども。そういうのを見てきているので、やはりこれは警察の毅然とした対応、危機

介入というのがどうしても必要というふうに思っております。 

 重要なことは、刑事事件では御存知のとおり、疑わしきは被告人の利益にという原則がありま

すね。確実な証拠がなかったら有罪にはできない。でもこの虐待の場合は、疑わしきは子どもの

利益に、でなければいけないんですね。だから虐待が疑わしいという時は保護すると。これが原

則であるべき。その後は、ちょっとこれは違ったねってなったら返すとか。そうしないと、子ども

の命を救えないですね。だからそういう活動をしていかなきゃいけない、そこを警察と連携して

協力していくことが大事だと思います。 

 質問ですが、いま家庭裁判所がすごく分離に関わってくるようになりましたね。施設入所とか

一時保護もそうですけど。家庭裁判所の昔の事例で、施設入所の申立てを却下して、家庭裁判所

が戻した。そして結局またすごい重度な虐待を受けたことがあったんですね。家庭裁判所は、「虐

待をした確実な証拠はあるんですか？」といったことを言ってきがちなんですね。家庭裁判所の

裁判官も、裁判官というのはなんでもやるので、子どもに詳しくはないのですが、家庭裁判所の

方にもレクチャーというか、一種の教育をしていかなくてはいけないと思うのですが。後藤先生

いかがでしょうか？ 

後藤弁護士  ありがとうございます。私も先生と全く同じ危惧を持っています。この前もそのような事件があ

りました。神奈川県でです。神奈川県の児相はもう必死でもっと一時保護したいと、あるいは施

設入所にしたいと言ったのに、まさに、裁判官から「証拠はあるのか」、みたいなことを言われて、

保護できずに、子どもが殺されてしまったという事件がありましたよね。これが何年かに１回起

きているんですよね。刑事事件で虐待で有罪だと主張しているわけではないんだから、とりあえ

ず虐待の危険があれば保護するっていうふうに裁判官の判断も変えてもらわないと、大変なこ

とになりますよね。裁判所で研修をやってるのかって大変心配です。この場に来てもらうわけに

はいかないのでしょうけど、彼らも本当にそういう研修を受けてもらう必要があると思います

ね。本当に私もそれは心配しています。もうどんどんそっちの方向にね、法律が変わっていっちゃ

ってるんですよね。 
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尾崎弁護士会会

長 

 ありがとうございます。 

金井医師会会長   他にございますでしょうか。 

澤登看護協会会

長 

 看護協会の澤登と申します。私からは先生のお話の中で、非常に専門的な医療につながること

の重要性ですとか、私も今までの職務経験の中で非常に感じております。ただ、埼玉県内の現在

の医療事情の中でこの予約を取るのは至難の業、悪くすると一年待ちなんですね、初診が。その

ぐらい少ないんですよね。多分児相にいらっしゃるとわかると思うのですが、それぐらいないん

です、専門的医療機関が。それは医師会の仕事ではないと思うのですが、県内の医療体制の整備

の考え方もやはりちょっと重点置かないと、子どもたちを健やかに育てて大人にしていくという

流れの中では本当に重要だと思います。ただ医療の世界というのは、病気があって受診・治療と

いう流れが一般的ですから、病気かどうかわからない子どもたちを予防的に捉えていくという

考え方がまだまだ日本の中では弱くて、その辺の脆弱性はものすごく、ここ何十年経っても変わ

らない現実があるなっていうふうに思っております。県立の小児医療センターや精神保健福祉セ

ンターがございますけども、なかなかそこは進んでいない。 

 あと、性虐の問題があって、例えば小児医療センターが先進的な虐待対応の治療をしていると

思いますが、そこ、県立には産婦人科がないんですよね。私どもの県立病院の中で産婦人科が唯

一ないのではないでしょうかね。隣のさいたま赤十字病院と、建物が繋がった病院ということで

連携していると伺っております。そういう医療も縦割りに動いているという環境を、埼玉県とし

てどうお考えになるのか、その辺は議論するのもひとつだなと思いました。 

 看護職の立場から言いますと、外来にも看護師がおりますので、「この子は骨折何回目だよね」

という子どもがやはり来るんですね。最初は気が付かなかった。いつもお父さんが連れてくる。

「これこれこういうことがあって骨折したんだ」と、まことしやかに説明はするけれど、あまりにも

回数が頻繁だったので、おかしいということで通告して調べたら、やはり虐待ということが分か

って。ただ一生懸命怪我している子どもを連れてきているわけだから、そのお父さんが虐待して

るなんて思っていいのかというのは、医療者側にも多少の迷いがある。でもそれも看護師が気が

付いて、主治医の先生と相談しながら通告とにつながったという、ひとつ大きな成果があります

けど、それが全ての医療職に実践可能かということもないですね。 

 そういう意味では、病院の看護師たちは児童虐待がどういうものかということを看護教育の中

で詳しく学んできてるわけではないんですよね。詳しく学んでなくて臨床に出てきていますが、

現実にはそういう方々が外来にいらしていることも多いです。そこをどうやってキャッチしてい

くかという。医療での先生からの期待の言葉は大変重要だと思いましたが、それに応える医療者

側の研修とか資質向上とか、福祉が考えているほど、私が言ってはいけないかもしれないけど、

誰もが平らに対応できるほど制度として整っていないのが現状だと思います。看護協会として

は年に１回ぐらいは児童虐待やアスペルガー等の研修は入れておりますけれども、それで十分と

も思えていない状況にあります。専門的医療機関の整備について先生のお考えがございました

ら、よろしくお願いいたします。 

後藤弁護士  それは是非ともお願いしたいということに尽きるんですけど。専門的な先生もね、ほんと少な

いと。まさにおっしゃったように１年待ちですか、予約が取れないということなんですよね。警察

とか児相からの紹介だったら何とか早めるぐらいなんですよね、確か運用が。そこを何とかしな

いと。ここはもう私も専門家じゃないんで分からないんですけど、児童精神科医の先生というの

は本当に少ないということなので、臨床心理士さんとかね、そういう方にお願いするとか。でき



21 

発言者 発言内容 

るだけ見ていただく人を増やしていくっていうことでもしていくしかないんじゃないかなという

ふうに思っております。 

金井医師会会長  ありがとうございます。県の方にお伺いしたいんですが、性犯罪についてのワンストップセンタ

ーというのが、今、大阪と愛知ですか。 

後藤弁護士 そうですね、病院型。 

金井医師会会長  病院型です。というのがあるというお話を伺いました。今後についてですけど、そういうものに

ついての検討をされるかどうかだけを伺いたいんですが。当然のことながら、医療側も考えなき

ゃいけない問題で参画をしながらということになりますが。 

菊池こども安全

課長 

 ワンストップセンターという形では現時点ではなくて、警察の方が犯罪被害者のセンターをつく

っていて、性被害の対応、児童相談所としても性虐待のお子さんの対応になるので、そのへんの

被害確認面接などは連携してやらせていただいてます。現状としては、ワンストップセンターに性

虐待の被害のお子さんを、ということはございません。 

金井医師会会長  今後について、澤登会長からもお話があったのですが、ケア・治療について今後何かをやってい

く、突然言って恐縮なのですが、なにか進めていく考えがおありかということだけお聞きしたい

と思います。 

菊池こども安全

課長 

虐待被害について、ということでよろしいですか。 

金井医師会会長 そうです。ケアの部分。 

菊池こども安全

課長 

 十分かどうかはいろんな考え御意見があろうかと思いますが、児童相談所には精神科医が１名

配置されているので、保護したお子さんとか、症状が重いお子さんによっては精神科医の診察を

受けて対応しています。施設のお子さんについても地域で、先ほどお話があったとおりなかなか

児童精神科医というのが少ない現状なので、協力していただけるクリニックの先生とか、そうい

った先生を頼りながらお願いしたりというころで、あと、先ほどおっしゃったように臨床心理士の

ケアという部分についても、私も実は児童相談所に長くいたのですが、中央保護所とかでもなか

なか行動が激しいお子さんが結構いたりして苦労するのですが、心理治療の部分になると、なる

べくドクターと一緒に、例えば CＯＣBＴのようなや認知行動療法みたいなところは連携しないと

逆に不安定にさせてしまうところがあるのですけれども、どちらかというと福祉のケア、トラウマ

インフォームドケアという形で、要するにお子さんの問題行動は、問題行動ではなくトラウマから

きているという理解を周りの大人もするのと、本人の心理ケアというか心理教育という形で、心

理の者が話しながら、あなたの受けた被害が起きると、こういうことが今後起きる可能性がある

ということで、心理面接を重ねたりという取組は現状でもしております。 

 ただ、先ほどお話があったように、全ての子どもにやはりつけているわけではないのと、なかな

か児童養護施設とか児童相談所の対応が難しいなと思っても、簡単には入院先とかないという

のが現状ですので、その辺は色々なところと相談しながら取り組むというところが現状かなと思

います。 

金井医師会会長 

 

 ありがとうございます。というのは、いま歯科医師会会長がおられ、看護協会会長がおられると

いうことで医療も含めてなんですが、そういう中で連携をして、今後進めていく話し合いだけは

しないと進んでいかないと思うので、ぜひ。 

菊池こども安全

課長 

 

 歯科医師会の方には、一時保護所に来ていただいて診ていただいているのと、あと内科医には

なるんですけれども一時保護所に定期的にきて診察はしていただいているので。 

 あと、先ほど申し忘れましたけれども、家庭裁判所に申立てをする時は、必ず弁護士に御協力
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をいただいて、２８条の申立てだけではなくて、都度都度、いわゆる法律対応の相談などは難し

いのが今多いので、そういった場合は相談できる体制にはなっております。 

金井医師会会長 ありがとうございます。他に何かございますか。 

牧岡助産師会会

長 

 

 助産師会の牧岡と申します。私は実際には虐待というところの情報はなかなか入りにくいので

すが、実際に産み育てる現場にいるものとして、まず妊娠した段階の環境が悪いものが最近増え

ておりまして、これからその子どもが育つ環境ってどうなのかなというところでは、この先、虐待

につながるおそれがあるのかなという現状をすごく見ています。 

 当会は妊産婦のフォローをしておりまして、そこから市町村に繋げる努力はしているのですけ

れども、私も、病院に勤務してまして、専門の対応する助産師、その人がまずフォローにあたっ

て、市町村の保健センターなり保健所なりに連絡を取る形をとっているんですけど、その先どう

なってるかというのはなかなか把握しきれないんです。各病院にそういう助産師なり保健師なり

を設置するのはすごく大事かなと思います。今、一部の病院で取組をしているところで、情報を

密に取って、フォローしてる段階なんですね。だから、各病院でもそういう取組をしながら、市町

村とつなげるというのはすごく大事だと思います。実際そういう取組をしている病院を私も見て

いますので。病院と行政とご本人を橋渡しするような助産師や保健師が各病院に１人配置される

と、ご本人とのより深い信頼関係が構築できて、継続的な支援ができるのではないかという意

味で、ぜひそういう取組を病院なり施設に繋げていくのは大事かなと思いご報告させていただ

きました。よろしくお願いします。 

金井医師会会長 ありがとうございます。他に何かございますか。 

鈴木松伏町長 

 

 私、保護司をやっておりまして、保護司の方で、犯罪を犯す約８割とか９割が虐待を受けて育っ

てきた子どもたちと言われています。そこで今、今日の講義では、虐待を受けて本人が亡くなっ

てしまうケースがたくさんでてきましたが、御存知かもしれませんが、川口であった、虐待を受け

て母親の命令で祖父母を殺してしまったというケースの本が出ていて、本の紹介です。「誰もボク

を見ていない」という本がありまして、自分が虐待を受けていて、立ち直れなく祖父母を殺してし

まったというケースの本が出ていますので、よろしければ機会があったら読んでみいただけたら

ありがたいと思っています。早期に分離して早期に虐待の更生をしてあげないと、日本が安全安

心な街になる日はないのかなと思います。 

金井医師会会長 

 

 大変ありがとうございます。他に何かございますか。 

 今日、後藤先生のお話を伺ってなのですが、まず１点目、すごく大事だというのは連携のシステ

ムがより内容が濃くなればというのがあって警察と、それだけではなくて、さらに増えるという

のが１点かと思います。 

 それからもう１つは、生き延びても生きづらいというお話が２つ目であり、性犯罪も含めてです

ね、その２つかと思うんですが、まずその点について大きくは２つでよろしいですか？ 

後藤弁護士  はい。虐待全体の対策としましては、これらのほかにも例えば妊産婦の妊娠時からのケアとか、

相談にのっていくとかから始まりますし、さらに遡ればもっと思春期ぐらいからのっていうよう

な取組も必要だと思います。 

ただ、私が現場といいますか、日々行われている虐待から子どもを救うには、この２つが重要か

と考え、取り組んでいるところです。ただ、病院の役割は非常に重要です。嬰児殺といいますか、

０歳児の虐待死というのも非常に多いですから、そこは本当大きなテーマで、病院でのそういう

対策は必要です。私はその問題は今取り組んでおりませんが、大変重要な課題だと思います。 

金井医師会会長 ありがとうございます。他にございますか。 
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金子福祉部長 

 

 後藤先生ありがとうございました。後藤先生の御講話の中でいろいろな事件を御紹介いただ

いて、なかなか児童相談所から通報ができていないという話がございましたが、私もみていてな

ぜここまで通報しないのかなと感じているところもあるんですけれども、児相がここまで通報で

きない根源的な理由というのが、もしそれらが後藤先生の方で分析できていれば教えていただ

ければと。 

後藤弁護士  児相さんの対応できない原因ですか。 

金子福祉部長   通報がやはり遅いかなというか、全然してないところがありますよね。警察への通報。私も見て

いてなぜしないのかなという。単純にそこらへんの我々の気持ちの持ち方というかヒントがあれ

ば教えてもらえれば。 

後藤弁護士  実は私は、全国３０～４０位の自治体を回って色々お願いしたり話を聞いているのですが、すご

く連携している自治体は結構あるんですよね。例えば愛媛なんかそうなんですけど。児相に通報

がされた案件のかなりの案件は警察と一緒に家庭訪問しているというのですよ。お聞きすると、

昔からやってます、みたいな話です。あるいは児相がちょっと遠くて行けないような場所から通

報があったときは、警察に頼んで警察に行ってもらってます。なんかすごい自然にね、自然な連

携ができています。それはやはり垣根がそもそも低いんでしょうね。他機関なんですけど、外から

見れば同じ県の職員じゃないかということになるんで、すごいその垣根が低くてもう、「いや、ず

っと前からやってます」みたいな自治体もあるんですよね。ですから私が見ていて思うのは、やは

り東京都などは巨大組織になっちゃえばなっちゃうほど、そういう縦割りの垣根がでかくなって

るのではないかと思います。自分らだけである程度できるっていう、やっぱ自信があると思うん

ですよね。「別にこれは警察に頼まなくても大丈夫だろう」という発想に自然となっちゃうんだろ

うなと。だから悪気があるということではないのかもしれないのですけど、おそらく１０年ぐらい

前まではそうだったんですよね。１０年前までそうだったんでそれがそのままになっているだけだ

と思います。ですから私はこれはもうルール化して、ルーティン化すれば、それで何の問題もなく

まわると思うんですよね。通報受けたらすぐにシステムに情報を入力して、警察もそれを見てす

ぐ把握できるようにするということです。ただ、警察の方がちょっと今問題なんですけど、警察は

警察に寄せられた通報につき家庭訪問した後にも児童通告受理票っていうのを書いて、児童相

談所に持参あるいはメールで送っているんですけど、そんな無駄なことをせずに、お互い通報を

受け、家庭訪問すれば、その結果をパソコンに入力するということをルーティンとして、行われる

ようになればもう何の垣根もなく、躊躇なく情報共有ができると思います。あとは度々申し上げ

ているように、虐待の危険な兆候というのも大体決まってますから、傷があるとか面会拒否とか

シングルマザー家庭に同居男の出現とか、そういう案件については、パソコンの画面上に赤いフ

ラグが立つようにして、虐待リスクが高い案件だというのをお互いわかるようにして、そういうと

きはすぐ協議して動くようなルールを作れば、当たり前のように、ルーティンとなり、何の問題も

なくなると思うんですよね。 

 埼玉県はほとんどそのレベルにに来ておられるんじゃないかと思いますんで、それをぜひ進め

ていただければなというふうに思います。 

金井医師会会長  部長、よろしゅうございますか。他にございますか。 

四ツ釜幼稚園連

合会会長 

 幼稚園連合会の四ツ釜と申します。現場の立場からの感想と申しますか、最近、発達障害のよ

うなお子さんが増えていると思うのですけれども、虐待を受けたりネグレクトを受けたり、そうい

ったお子さんが同じような症状を見せるということを聞いたことがあります。例えば、上のお子

さんが多動で、なかなか席にも着けず先生たちが手を焼いている、そういったお子さんの下のお
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子さんが入ってくると、また同じような症状を見せたりするんですね。発達障害というのは遺伝

の病ではないはずなのに、どうしてこういう事例が多いんだろう、そういう感想を持ちます。そし

て親御さんを見ると、お母さん自身にも何かのつまずきがあるような事例が散見されるんです

ね。そうすると、お母さん自身もその上の親からの影響もあるんでしょうけれども、私たちが予防

的な措置としてできるのは、そのお母さんたち、お父さんたちが、子どもに対しての接し方を適

切にできるように、そういったことを何とかできないかなと考えます。 

 子育てフォーラムという名目でお母さんたちを集めて講演会を行っていますが、全部のお母さ

んたちを集めるわけにもいかず、ごく一部の人たちですけれども、子育てで疲れて悩んでいる、

そういったお母さんたちの心を少しでも癒してあげられるような、そういったフォーラム活動を

やって、虐待へのつながりを断てればいいかなと思う次第でございます。感想です。 

金井医師会会長  ありがとうございます。 

喜多濃保育協議

会会長 

 

 私は、保育園協会の代表で来させていただいているのですが、先ほど皆さんのいろんな意見を

聞いてて、本当に危機介入に関して、警察の方が介入するって、そこ大事だろうなと思ってます。

私たちも目の前で、こういうケースがあったときに、お父さんが威圧的にこられると職員はみん

な萎縮しちゃって言えないと。児相の方とか市役所の方が園の方に来て面接をする時も威圧的

な態度できてしまう。そうすると、なかなか通報とかが難しくなってくる。もちろん通報していか

ないといけないんですけれども。そういうところがあるので、危機に感じた時にどうしてったら

いいのかなっていう、もっとぱっと相談できる警察等との連携も必要になってくる。もちろん今、

市民の方から、夜とか夫婦げんかをしてると通報が行くと警察が来て、その次の日には警察の方

から園の方にこの家庭どうですかという情報が来るようには連携してなってるんですけれども、

なかなかそういう威圧的な御家庭の方がいると、園の方で通報がしにくいなというケースがあっ

たり、四ツ釜先生もおっしゃったのですがグレーのケースがすごく多くなっています。で、怪我を

しているんですね。この怪我なんですか？と言うと、「この子が勝手に転んじゃった」とかそうい

う言い方をされるケースがすごく多いなと。 

 私たち保育所とかそういうところは親子が生きる力、エンパワーメントを持って卒園していっ

て、社会の中で生きていくことを援助していくことが一番ですので、どうやったらこの家庭がよ

くなっていくかなっていうところで考えながら、支援させていただいてるので。今おっしゃってい

ただいた事例っていうのは、なかなか園ではないケースですね。あるのは、ずっと来なくなってし

まったりとか、そういう時にはもう、すぐ、おかしいですっていう通報はするべきだと思うんすけ

どもね。その前の段階のところで母子分離をしないで済むような方策を考えていかないといけ

ないっていうところで、すごく苦慮してます。  

 「Working Together」という、本当に地域全体で考えて、この地域の中で生きていけば安全

だよねっていうような地域をもっと作っていくこと、民生委員さんとも本当に協力しながらやっ

ていかないといけないなっていうのを感じました。以上です。 

金井医師会会長  大変ありがとうございます。 

寺田民生委員・

児童委員協議会

会長 

 

 民生委員の立場で言わせていただきます。児童虐待のこういった案件が出てきたときに、もう

１０年位前でしょうか、民生委員では、全体で講演会等を開いて、じゃあ何ができるのかという

と、やはり通報なんですね。気がついたらすぐに通報してくださいっていう。その時には、「市なり

の行政の方に通報してください、家庭相談室がありますから」、ということであったんですけれど

も、何年か経ってから、もう虐待が疑われたらすぐに警察の方へ通報してくださいっていうこと

になって来ましたので、我々民生委員も見守り活動をしながら、気が付けばその度合いに限ら
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ず、それがわかった時には行政の方へ、行政の方から児相の方にいったりとか。危険なところの

ときにはもうすぐに警察っていうことは我々も承知してますので、そこのところをもう一度我々

も民生委員として、新任委員に対して研修会なり、周知していこうかなというふうに思っており

ます。 

 鈴木さんが先ほど川口市の方でというその講師の方、つい先だって県民児協の主任児童委員

部会で研修を受けまして、実際の先生に講師をしていただいたんですね。やはりそういったこと

も初めて我々聞いたことで、こういうことが児童虐待の中で起きるのかということを思いまし

て、さらに気を引き締めて、民生委員・児童委員も含めてやっています。 

 児童委員と主任児童委員が特に連携して、また関係機関との連携っていうんですか、なかなか

そこがうまく個人情報の関係もありまして、守秘義務のところで「我々は守秘義務がありまして」

と言われてしまうと、この先が進められないので、やはりお互いの、話し合いのできるところの範

囲で、情報の交換をしながら進めていければいいかなといつも思ってるところです。今日の先生

のお話を聞いて、県、また市町村民児協に還元していければと思っておりますので、今後もまた

勉強させていただきたい。 

金井医師会会長  よろしくお願いします。他にございますか？ 

川上生活安全部

長 

 後藤先生、本日は貴重なお話をどうもありがとうございました。 

 ここ１０年、児童虐待の認知件数がかなり増えてきています。その中で警察としては、例えば現

場に臨場して、お子さんが怪我をしているとか、衰弱状態であるという目に見えてわかる状態で

あれば、刑法犯として検挙したり、さらには警察官職務執行法や警察法等の法的根拠に基づいて

職務執行をすることができます。 

 一方で、現場の声を聴いてみると、なかなか保護要件に該当しないものの、児童の危険性が払

拭できないという現場が結構あると聞いています。例えば、児童に若干傷があっても、「転んだん

ですよ」と親が弁明している現場では、何となく怪しいなという警察官としての現場の直感とい

うのがあったとしても、警察の権限では保護することができません。そういうときは、児童相談所

に現場への同行を要請したり、時には児童相談所長に一時保護を依頼したりしており、行けば何

とかなるという現場だけではないのが、現状だと思っております。 

 また先ほどの話の中にもありましたけども、警察への通報はハードルが高いと感じている方も

いるみたいですし、また、関係機関の職員の中には、警察に通報することで親との関係が崩れて

しまうのではないかということを悩む職員がいると聞きます。しかし、先ほど後藤先生が話され

たように、児童の安全確保ということを最優先に考えて、遠慮なく警察に通報していただけれ

ば、警察で調査とか隔離措置等、権限の中でできることがありますので、遠慮しないで警察に通

報するということをお願いしていかなければいけないと思っています。 

 また、後藤先生からお話しのあった児童虐待情報共有システムは、先ほどお話しした児童の危

険性が払拭できない現場において、1歩も 2歩も先に行動を移せるところがありますので、県警

でフルに活用しています。そういった意味でも警察の力を信じていただいて、遠慮なく通報して

いただきたいと思います。 

金井医師会会長 ありがとうございました。他にありますか。 

大島歯科医師会

会長 

 

 先ほどの話ですが、児相には歯科医師会としては、県内５か所、月に１回検診に伺っています。 

 それとは別に要望になりますが、いまの警察の方の話を伺って、去年実は僕の知り合いの診療

所で、これ虐待だよねということで通報したけれど、３か月後に亡くなっちゃったという事例があ

って、すごく悔しがっていた。その先生は、「なぜ、あれだけ言ったのに、通報したのにそれが活き
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ないんだ」と。先ほどから話を聞いていてもやっぱり、本人に面会をお願いしても拒否されると

できないとか、そういう背景があるんだけど、気持ちの上ではもっと強制力が持てないのかなと

いうふうな、まどろっこしいっていうか、そういう思いがいつもニュースなどを見ていて思うんで

すね。やっぱり制度もそうですけども、社会的なコンセンサスをもっと取っていって、最初に情報

があったら、それに対する直接本人を見ての検証というのができるようなシステムができるとい

いなと思いました。 

 それから先ほど町長のお話で、虐待あるいは暴力は、繰り返されてその子が大きくなってまた

繰り返すっていう昔からある程度立証されていることなので、教育のシステムっていうかそうい

うのっていうのは、もっと考えていくべきなのではないかと。特に表に出た虐待の子たちだけじ

ゃなくて、より多くの子供たちにそれができるようなシステムとか協力システムができるといい

な、というな要望です。 

金井医師会会長  大変ありがとうございました。 

後藤弁護士 

 

 ありがとうございます。 

 面会拒否されて会えなかったとか、あるいは何回行っても留守だったとかいうような言い訳を

しばしば児童相談所から聞くんですけど、ここで紹介した案件もそうなんですけど、確かイギリス

では面会拒否されたらもうそれですぐ一時保護するとかね。あるいは何回行っても留守っていう

のは、居留守を使ってるということで、もうそれで一時保護するとか、私は本当はそういうように

したらいい、するべきだと思います。これはもう実は運用でできて、自治体によってはやってると

ころがあるんじゃないかと思うんですね。ただ、なかなか児童相談所の立場でできないとして

も、やはりそれを面会拒否とか居留守を使うようなのは本当に危険な家庭ですので、このような

場合には児相だけでなく警察とすぐ一緒に、もうとにかく会えるまで何回でも行くと。私の経験

上、警察が行くと、まず親は会わせます。少なくとも警察が行って子供の状況を確認して、怪我が

あるとか衰弱していたらすぐ保護するという運用にすれば、私はかなり子どもを救えるんじゃな

いかと思うんですよね。精神的な問題があって警察が行っても会わせないという人がいるんで

すけど、それ以外の親は、警察が来ると諦めて会わせます。そこで危ない場合には一時保護して

くれたらいいと思うんですけど。このような場合にはぜひ警察にすぐ連絡していただくと、警察

は絶対行ってくれると思いますので。 

中澤人身安全対

策課長 

 警察の権限でできないときには、児童相談所の臨検捜索という手法があります。 

 警察が現場に行けば必ず子どもの身体は確認するようにしていますが、そこで確認できないと

きは、児童相談所に臨検捜索をお願いすることになります。 

菊池こども安全

課長 

 

 臨検というのは、裁判所に令状請求してという手続き。臨検前に立入調査がありますので、立

入調査はほぼ警察と一緒に行きますので、後藤先生の方から警察が行けば会わせてくれるとい

うお話がありましたけれども、おっしゃる通り、児童相談所とか市役所が行っても会わせてくれ

ないとなって、会えない場合には、基本的には４８時間以内に安全確認というルールがあるの

で、どうしても会えない時には立入調査というのをやるんですね。立入調査は警察官と一緒にい

るので、まずほぼ会えます。臨検に行く手前で必ず警察と一緒に行くようにしていますので。現

状としてはこんなところです。最終手段としては臨検という手段があります。 

金井医師会会長  ありがとうございます。他にございますか？ 

石井市町村支援

部長 

 

 すみません。時間超過しているのですが、教育の立場から、今日の後藤先生の御講義にお礼を

申し上げたいと思います。先生の講義を聞いて、つくづく思ったのは、やはり疑わしき場合も子

どもを守ることが最優先だと。もうひとつは連携ということで、これまでもしてきたことですが、
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改めて認識させていただきました。学校もですね、やはりいま非常に大きな問題をさまざま抱え

ておりまして、例えば不登校の子で、学校の先生が行っても本人に会えないというケースもあっ

たりする。そういったところも今後やはり関係機関と連携をしながら、子どもの安全を最優先に

確保していかなくてはというふうに感じているところです。 

 また、児童養護施設の子どもたちも学校に通っております。こうした児童養護施設の子どもた

ちの、学校での居場所をしっかりと作っていく。また臨床心理士、スクールカウンセラー等もいま

すので、そういった方とも連携しながら、その子たちの居場所をしっかり確保していくということ

も、今日のお話を聞いてつくづく感じたところでございます。 

 県の教育委員会では、全部の学校の教員を対象に、児童虐待について毎年度、研修をさせてい

ただいているところですが、今日の先生のお話も踏まえて、その研修の中で、活かしていきたい

というふうに考えております。本当にありがとうございました。 

後藤弁護士  ありがとうございました。 

 学校の役割っていうのが、学校に行っている子についてはすごい重要ですね。野田市の心愛さ

ん事件で、私はあの事件以来、市長から依頼を受けて再発防止委員会をやって、ずっと一緒にや

ってるのですが、あれ以来、野田市は、もちろん学校で傷があった子どもを見たときなどは、児

相と警察にともに通報するということになっており、すぐ警察と家庭訪問しています。対応の遅

れというのが、児相とか市町村にはあります。翌日行こうとか明後日行こうとか、これは４８時間

以内でいいっていうことになっていますので。警察は通報のあったその日に行くんですよね。こ

れはもう必ず。通報のあった日には警察行きますから。あとは、まさに言われましたけど、不登校

の事案の中に、この虐待っていうのが実はかなりあるんですよね。本当にひどいのは、もう何１０

年間虐待されて、３０歳ぐらいで殺されてしまったとか、１８歳まで監禁されて家を一歩も出れな

かったとか、こういう事件もあるんですよね。単なる普通の不登校かという疑問があるものは、

やっぱり警察マター。命にかかわる話ですので、当然警察マターです。そういう事案についてはと

にかく警察も行って、それで親が会わせなかったら、かなり危ないと評価して、できるだけのこと

をやるという、やっぱりこういう対応をする必要があると思うんですよね。 

 不登校だから大丈夫というわけではないのですね。不登校だからほったらかしてもいいってい

うわけではないということも、ぜひお考えいただければと。ありがとうございます。 

金井医師会会長  ありがとうございました。他にございますか？ 

 いろいろご意見を頂戴いたしました。やはり重要な部分としては、多くの機関が連携をするこ

と、そして情報共有をするということが大事ということで、情報共有システムについても、さらに

内容を充実するのが重要だということかと思っております。 

 後藤先生、大変ありがとうございました。 

後藤弁護士  ありがとうございました。 

金井医師会会長  続きまして議題の６でございます。 

 令和６年度の開催予定について、事務局説明していただけますか。 

司 会  令和６年度につきましても、本年度同様に開催をさせていただきたいと考えております。 

 日程、内容などにつきましては、改めてご連絡をさせていただきたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

金井医師会会長 

 

 ありがとうございました。 

 もう１点ですが、ここに資料が出ております。シンクキッズのシンポジウムですが、先生説明して

いただけますか？ 
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後藤弁護士  チラシをお配りしているかと思うのですが、昨年３月に、こども家庭庁への期待というようなテ

ーマでシンポジウムをさせていただきました。菅前総理や三重県の知事にお話をいただいて、あ

と各県で先進的な取組をしているところにお話をしていただきました。本当は埼玉県にもお願い

しようかと思ってたんですけどちょっとできなくて申し訳ありません。あとパネルディスカッショ

ンで埼玉県の小児医療センター病院長の岡先生にもお話しいただきました。実は先ほどの話は

岡先生に言っていただいたことも多いですけども。虐待を受けた子どもたちへの支援の必要性

についていろいろお話させていただきました。ただ残念ながら、そもそも専門医がいないってい

うことで、根本的な解決には全く程遠いというのが残念ながら現状ですね。ありがとうございま

した。 

金井医師会会長  私の役割はこれで終わりかと思いますが、よろしいですね。事務局の方へお返しします。 

司 会 

 

 以上をもちまして、会議は終了いたします。 

 なお、本日の後藤先生の御講話につきましては、後日 YouTube 配信いたしますので、関係者

の皆様にも御周知くださるようお願い申し上げます。 

 本日は、誠にありがとうございました。 

 


